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4月から障害者自立支援法が施行されます。4月から障害者自立支援法が施行されます。

　障害者自立支援法とは，3障害（身体障害・知的障害・精神障害）の従来の福祉サービスや公費負担医
療等を一元化し，各サービスを利用したときに原則として 1割負担を利用者本人に求め，残りの 9割を国・
県・市町村で負担する新しい制度です。
　障害者自立支援法の成立により，障害がある人の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われ
るように，また，できるだけ地域で自立した生活が送れるように，サービスのしくみが整備されます。

～サービス体系と利用者負担のしくみが変わります～

障害者自立支援法によるサービスのしくみ

障害福祉サービス

療養介護
居宅介護（ホームヘルプ）
重度訪問介護
行動援護
生活介護
児童デイサービス
短期入所（ショートステイ）
重度障害者包括支援
共同生活介護（ケアホーム）
施設入所支援

自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助（グループホーム）

障害者・障害児

　更生医療（人工透析・心臓の手術・
人口股関節の手術等），育成医療，精神
障害者通院医療費公費負担制度の 3つ
の制度が一本化されます。

　補装具の購入や修理にかかる費用の原則
1割が自己負担となります。

訓練等給付（平成18年 10月～）

介護給付（平成18年 10月～）

自立支援医療（平成18年 4月～）

補装具費の支給（平成18年10月～）

障害福祉サービスの利用のしかた

１相談

市（高齢障害課）に相談して
ください。

２申請

サービスが必要な人は，支給
の申請をします。申請が行わ
れると生活や障害の状況につ
いての調査を行います。

３審査・判定

調査の結果をもとに市で審査・
判定をし，どの位サービスが
必要か（障害程度区分）を決
定します。

４認定・通知

障害程度区分により，サービ
スの支給量などが決まり，通
知，受給者証の交付を行いま
す。

５サービス利用計画の作成

利用できるサービスの量や申
請者の要望などをもとに，サー
ビス利用計画を作成します。

６サービス利用

サービスの利用がはじまりま
す。

　利用者負担は，従来の所得に応じた応能負担から，利用したサービスの
１割の定率負担に変わります。ただし，月ごとの利用者負担には所得に応
じた上限がありますので，詳しくはお問い合わせください。

■サービスの利用には1割負担が必要となります。 ■問い合せ先

　高齢障害課障害福祉係
　（☎ 82-1170）


